
 

 

 

 

 

 
 

 

（健康福祉課） 

献血にご協力ください 
 

献血は最も身近なボランティアです。 

あなたのわずかな時間で救える命があります。 

みなさまの温かいご協力をお願いします。 
 

○と き  ５月２９日（水）午前１０時から正午、午後１時３０分から４時 

○ところ  役場 本庁舎前 

○持ち物  ・運転免許証など本人確認ができるもの 

・献血カード（お持ちの方） 

○その他  献血は、６９歳※までの健康な方ならどなたでもご協力いただ

けますが、当日の体調や内服薬、受けた予防接種などによって

は、献血をご遠慮いただく場合があります。 

※６５歳以上の方の献血については、献血いただく方の健康を

考慮し、６０～６４歳の間に献血経験がある方に限ります。 

 

 

（秘書室） 

八百津町職員採用試験のご案内 
 

町では、令和２年 4月 1日採用の職員を募集します。 
 

○募集職種・人員・応募資格 

職 種 人 員 応 募 資 格 

一般 

【事務職】 
若干名 

平成７年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学または短大（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した

方、または令和２年３月に卒業する見込みの方 

（土木） 

【技術職】 
若干名 

平成７年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学または短大において土木・建築に関する専門課程を修了

し卒業した方、または令和２年３月に卒業する見込みの方 

（保育士） 若干名 

平成７年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

短大（これと同等以上の学歴を含む）以上を卒業した方、ま

たは令和２年３月に卒業する見込みの方で、保育士証および

幼稚園教諭免許状のある方、または取得する見込みの方 

（保健師） 若干名 

平成７年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した方、または

令和２年３月に卒業する見込みの方で、保健師免許を有する

方、または保健師免許を取得する見込みの方 

（栄養士） 若干名 

平成７年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法に基づく

大学（これと同等以上の学歴を含む）を卒業した方、または

令和２年３月に卒業する見込みの方で、管理栄養士免許を有

する方、または管理栄養士免許を取得する見込みの方 
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○採用試験 

 第１次試験 

期 日 試験の場所 試験の方法など 

７月２８日（日） 県立可児高等学校 

岐阜県市町村職員統一採用試験 

・一般教養試験、事務適性検査 

・一般性格診断検査、職場適応性検査 
 

 第２次試験 

期 日 試験の場所 試験の方法など 

８月中旬～ 

９月上旬（予定） 
八百津町役場 

詳細は第１次試験の合格者へ別途通知し

ます。 

 

○合格通知 ９月中旬までに採用の可否を本人宛に通知します。 

 

○受験申込手続など 

申込手続など １．所定の申込書に必要事項を記入して八百津町役場秘書室まで

提出してください。 

２．郵送で申し込む場合は、封筒表に「採用試験」と朱書きし、

書留または簡易書留にて郵送してください。 

３．申込者には後日、受験票および試験の日程などを郵送しま

す。 

４．申込書の用紙は、５月７日（火）から６月７日（金）までの

間（土・日・祝日を除く）に、右記八百津町役場秘書室秘書

人事係へ請求してください。申込書の郵送を希望する場合

は、１２０円分の切手を同封して同係宛に請求してくださ

い。 

受付期間 １．申込書は、５月１３日（月）から６月１４日（金）まで受け

付けます。 

２．土曜日、日曜日および祝日は受け付けを行いません。 

３．郵送の場合は、６月１２日（水）までの消印のあるものに限

り受け付けます。 

 

 

（八百津町社会福祉協議会） 

弁護士による無料法律相談を行います 
 

相続・離婚・交通事故・債務整理に関することなど、暮らしの中の法律に関

する悩みや相談について弁護士が相談に応じる無料法律相談所を下記のとお

り実施します。 

相談は一切無料で、秘密は固く守られます。相談には事前のお申し込みが必

要となりますので、電話にて予約をお願いします。 
 

○と    き    ６月２４日（月）午後１時～４時 

○と こ ろ    福祉センターゆうゆう ボランティア活動室 

○対 象 者    八百津町住民（６名程度） 

○利 用 料    無  料 

○弁 護 士  伊藤知恵子 弁護士 

○申込期限    ６月１２日（水） 

※定員に満たない場合は、当日まで受け付けます。 

○そ の 他  申込者が６名を超えた場合は、抽選とさせていただきます。 

       詳細は、右記社会福祉協議会までお問い合わせください。 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

八百津町 

社会福祉協議会 

☎43-4462 

 

お申し込み・ 

お問い合わせ先 

秘書室 秘書人事係 
〒505-0392 

岐阜県加茂郡八百津町 

八百津 3903-2 

☎43-2111 

（内線 2202） 

 


